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(単位：千円)
福祉部　子育て支援課所管部署所管部署所管部署所管部署：：：：

第１章　生涯充実して暮らせる都市を創る

１　安心して子育てできるまちをめざす

（１）地域全体で子育てを支援する仕組みづくり

子育てすこやかセンター事業 継 続

南丹市子育てすこやかセンター条例

南丹市子育てすこやかセンター運営規則

就学前児童とその保護者に対する子育て相談や情報

の提供、子育てサークルへの支援、子育てボランティア

の育成、さらには保健師や学校等と連携し地域子育て

センターを各地域に設置するなど、子育ての楽しさや

喜びの輪を広げる活動を推進する。

子育てすこやかセンターの地域での拠

点的な活動の展開及び低年齢児童の

在宅児とその保護者に対する子育て相

談や情報の提供、子育てサークルへの

支援、子育てボランティアの育成。

子育てすこやかセンターの地域での拠

点的な活動の展開及び低年齢児童の

在宅児とその保護者に対する子育て相

談や情報の提供、子育てサークルへの

支援、子育てボランティアの育成。

事 業 名 細 事 業 名 新 継 区 分

具体的な実施

内　　容

当該年度における事業の実施内容

現状の課題

事 業 の 目 的

事 業 の 効 果

少子化、核家族化の進展により、家庭内で子育てに関

する知識が希薄になり、保護者の子育てに対する不安

や負担が大きくなってきており、今の児童を取り巻く社

会環境の中で児童、子育て家族の支援が必要。

就学前児童とその保護者に対する子

育て相談や情報の提供、子育てサーク

ルへの支援、子育てボランティアの育

成。

南丹市子育てすこやかセンターは、低年齢児童の在宅

児とその保護者に対する子育て相談や情報の提供、子

育てサークルへの支援等を目的としている。

本市全体の保育力の向上につながる取り組みを推進

するもの。相談所などとも連携を図りながら、子育て支

援活動を展開している。
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事業実施期間 平成 20 年度   ～   平成
当該年度に目指す成果・効果

1,898
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相談所等の関係機関と連携し、子

育て家庭にとって身近な支援を質

的にも量的にも拡大、充実させる。

相談所等の関係機関と連携し、子

育て家庭にとって身近な支援を質

的にも量的にも拡大、充実させる。

相談所等の関係機関と連携し、子

育て家庭にとって身近な支援を質

的にも量的にも拡大、充実させる。

2,680

3,700

総合振興計画

の 位 置 づ け

22 年度

根拠法令等

36


